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推
進
し
た
の
が
日
本
共
産
党
や
全
解
連
で
、
そ
の
後
「
部
落
』
の
誌

②
 

上
で
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
つ
づ
け
、
一
八
一
年
八
月
に
は
「
同
和
対
策
事

業
の
総
括
と
見
直
し
、
今
後
の
施
策
に
つ
い
て
」
の
党
見
解
を
発
表

し
、
八
一
一
年
三
月
末
の
同
和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
期
限
切
れ
、
新

法
制
定
を
ひ
か
え
て
活
発
に
動
い
た
。
そ
し
て
八
一
年
一
一
一
月
に
出

さ
れ
た
総
理
府
同
和
対
策
協
議
会
の
最
終
意
見
具
申
「
今
後
に
お
け

る
同
和
関
係
施
策
に
つ
い
て
」
の
消
極
面
の
み
を
も
ち
上
げ
、
同
和

新
法
制
定
に
際
し
て
も
、
そ
れ
を
強
調
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
新
法

の
訓
示
規
定
（
「
周
辺
地
域
と
の
一
体
性
の
確
保
」
、
「
公
正
な
運
営
」

な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
「
共
産
党
が
修
正
案
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う

と
し
た
公
正
民
主
的
同
和
行
政
の
内
容
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

＠
 

か
つ
た
」
と
公
一
一
一
一
口
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
共
産
党
・
全
解
連
の
励
ま
し
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
の

か
、
政
府
や
自
治
体
も
、
「
臨
調
・
行
革
」
路
線
の
推
進
と
あ
い
ま

っ
て
、
「
個
人
給
付
見
直
し
・
削
減
」
方
針
を
次
々
と
打
ち
出
し
て
い

っ
た
。
ま
ず
政
府
は
、
新
法
の
趣
旨
徹
底
の
た
め
に
一
八
二
年
四
月
一

日
付
の
各
省
事
務
次
官
通
達
の
中
で
、
「
適
正
化
及
び
効
率
化
を
図

ろ
」
こ
と
や
、
「
個
人
給
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
行
政
の
主
体
性
を

確
保
し
つ
つ
、
そ
の
運
営
の
公
平
の
確
保
を
図
ろ
」
こ
と
を
強
調
し

た
。
一
方
、
自
治
体
側
で
も
、
例
え
ば
兵
庫
県
で
は
新
法
の
ス
タ
ー

ト
と
同
時
に
行
政
機
構
改
組
を
行
な
い
、
「
同
和
対
策
局
」
を
「
地

域
改
善
対
策
局
」
に
一
方
的
に
改
め
、
県
単
独
事
業
の
見
直
し
、
削

同
和
新
法
が
一
九
八
一
一
年
四
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
「
臨
調

・
行
革
」
の
動
き
が
強
ま
る
中
で
、
「
同
和
行
政
の
見
直
し
」
が
各

地
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
個
人
給
付
」
に
対
す
る

削
減
攻
撃
が
つ
よ
め
ら
れ
て
き
て
い
ろ
。
以
下
に
そ
の
動
向
の
特
徴

と
問
題
点
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

同
和
対
策
と
し
て
の
「
個
人
給
付
」
は
、
国
の
認
め
る
事
業
と
し

て
は
五
つ
だ
が
、
府
県
や
市
町
村
が
単
独
で
行
な
っ
て
い
る
も
の
がＩ 

ロ
「
個
人
給
付
」
見
直
し
の
こ
れ
ま
で
の
経
過

は
じ
め
に

個
人
給
付
を
め
ぐ
る
各
地
の
動
向
と

同
和
行
政
の
課
題

Ｉ
 

４
ｆ
山
℃
診
入
１
１
６
、
ｉ
Ｔ
、
二
一
吋
」
’
、
４
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…
Ｌ
：
四
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ｒ
Ｆ
Ｌ
昭
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Ｆ
Ａ
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・
辿
孕
碑
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石
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‘
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『
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仏
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ご
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Ｌ
『
」
も
．
ご
》
２
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分
化
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蘓
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弓
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②
｝
、
部
や
好
き
や
租
樫
玩
籾
濫
汗
竃
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囑
斑
卦
面
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２
分
ｉ
脳
八
門
代
剥
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「
１
●
円
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．
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勺
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寸
Ｌ
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已
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今
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緤
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ｂ
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』
』
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寸
雅
■
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可
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勺
』
●
ｗ
『
ね
ｂ
｜
呵
凶
や
り
口
】
、
ご
ロ
ｒ
マ
ム
ロ
”
紅
彗
▲
『
、
⑭
■
・
・
や
』
い
れ
，
’
０
鬮
Ｊ
蕾
幻
包
叱
◇
響
．
，
１
，
１
纈
，
鰈
川
叱
か
ｗ
‐
抑
卯
口
鈩
型
。
．
‐
叩
譽
・
例
Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
蛎
酬
‐
勝
・
・
，
．
「
・
・
⑪

減
を
打
ち
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
動
き
に
続
い
て
、
八
尾
市
（
大
阪
府
）

で
は
市
同
和
対
策
協
議
会
が
八
一
一
年
一
一
一
月
に
「
中
間
提
言
」
を
ま
と

め
、
個
人
給
付
事
業
の
あ
り
方
の
再
検
討
を
打
ち
出
し
、
尼
崎
市
で

は
同
年
八
月
の
市
同
和
対
策
審
議
会
答
申
に
も
と
づ
き
、
翌
年
三
月

末
に
「
昭
和
五
八
年
度
か
ら
の
同
和
対
策
に
つ
い
て
」
の
計
画
が
策

定
さ
れ
た
。
神
戸
市
で
は
八
二
年
八
月
の
市
同
和
対
策
審
議
会
が

「
”
棉
戸
市
に
お
け
る
今
後
の
同
和
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の
答

申
を
行
な
い
、
兵
庫
県
下
の
伊
丹
市
や
宝
塚
市
で
も
同
様
の
動
き
が

出
て
き
た
。
ま
た
、
北
九
州
市
で
は
、
八
二
年
一
○
月
の
市
同
和
対

策
審
議
会
中
間
答
申
に
沿
っ
て
、
同
年
一
二
月
に
新
た
に
「
同
和
行

政
の
基
本
的
‘
方
針
」
が
発
表
さ
れ
、
埼
玉
県
で
も
八
三
年
一
月
に
県

同
“
和
対
策
協
議
会
の
意
見
具
申
を
付
し
て
「
同
和
対
策
総
合
五
カ
年

計
画
」
が
公
表
さ
れ
た
。
（
資
料
１
を
参
照
）

共
産
党
・
全
解
連
の
同
和
行
政
の
有
力
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
杉
之
原

寿
一
氏
は
、
「
部
落
」
八
三
年
七
月
臨
時
号
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
動
き
を

積
極
的
な
も
の
と
評
価
し
、
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
よ
と
主
張
し
て
い
ろ
。

以
上
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
福
祉
や
教
育
を
削
減
す
る

「
臨
調
・
行
革
」
の
動
き
の
中
て
、
「
同
和
行
政
の
見
直
し
」
、
個

人
給
付
に
対
す
る
攻
撃
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
ふ
ま

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
臨
調
・
行
革
」
と
一
体
と
な

っ
た
行
政
主
導
の
「
同
和
行
政
の
見
直
し
」
に
ど
う
対
処
す
る
の
か

が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
ろ
。

三
○
’
四
○
事
業
に
の
ぼ
っ
て
い
ろ
。
こ
れ
ら
の
同
和
対
策
と
し
て

の
「
個
人
給
付
」
に
対
す
る
攻
撃
は
、
日
本
共
産
党
の
差
別
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
先
導
役
と
な
り
、
そ
の
後
の
「
行
革
」
推
進
の
動
き
が
そ

こ
に
加
わ
っ
て
加
速
度
的
に
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

自
治
体
に
よ
る
「
個
人
給
付
」
見
直
し
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、

’
九
八
○
年
一
月
の
大
津
市
に
お
け
る
個
人
給
付
見
直
し
作
業
で
あ

①
 

っ
た
。
大
津
市
個
人
施
策
検
討
委
員
会
は
、
同
年
一
月
八
日
に
提
出

し
た
「
同
和
対
策
事
業
個
人
施
策
に
つ
い
て
の
意
見
」
の
中
で
、
個

人
給
付
（
施
策
）
の
今
後
の
方
向
と
し
て
、
①
属
地
主
義
の
立
場
に

立
つ
こ
と
、
②
所
得
制
限
の
導
入
、
③
法
期
限
後
も
環
境
改
善
事
業

に
係
る
も
の
は
若
干
の
延
長
、
④
施
策
の
解
消
は
単
年
度
に
集
中
せ

ず
段
階
的
に
行
な
う
年
次
逓
減
方
式
、
⑤
法
期
限
内
に
解
消
を
は
か

る
、
の
五
つ
の
柱
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
動
き
を
積
極
的
に
支
持
し
、

荻
田

哲
男
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大
津
市
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．
８
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中
市

八
尾
市

（
舩
・
３
・
田
）

（
駆
・
３
．
，
）
｜

る

兵
庫
県

（
加
・
４
・
邪
）

北
九
州
市

（
印
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．
１
）

尼
崎
市

（
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・
３
．
妬
）

伊
丹
市

（
出
・
１
．
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鴬
一
議
鹿
圃
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罫
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濃
濁
溌
況
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亀
鐘
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鴛
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繍
騨
浬
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霊
霧
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２１ 

Ａ
ｉ
１
解
決
の
た
め
の
事
業

２
補
完
行
政

３
自
立

４
市
民
の
理
解

Ｂ
Ｉ
１
所
得
制
限

２
法
期
限
後
環
境
改
善
若

干
延
長

３
施
策
解
消
は
年
次
逓
減

方
式

４
法
期
限
内
解
消

５
属
地
主
義

２１ ６ ５４３ 

１
問
題
点
の
是
正
の
た
め
事
業

を
政
令
で
定
め
た

２
周
辺
と
の
一
体
性

３
公
正
な
運
営

４
同
和
局
を
地
対
局
に

５
県
単
事
業
は
同
対
法
期
限
切

れ
に
よ
り
新
法
と
の
整
合
性

で
取
扱
う
■
 

１
解
決
に
役
立
つ

控荊》伽羅蝋の整合性
５
所
得
制
限
す
る

６５４３２１ ２１ 要
綱
を
規
制
化
す
る

同
和
対
策
関
係
を
一
元
化
す

自
立
意
識

貸
与
・
貸
付
で
目
的
達
成
後

返
還
免
除

生
活
給
付
は
所
得
制
限

一
般
的
出
資
は
貸
付
事
業

国
・
府
事
業
は
そ
の
方
針
を

ま
つ

一
定
の
経
過
措
置
を
も
う
け

る ⑧
見
直
し
の
方
向

④
見
直
し
の
基
本

市
民
の
理
解

行
政
は
条
件
整
備

自
立
所
得
制
限

轄植縦舗困対策でない

i､ 
’ ８ ７６ ２１ 

皿
辨
稲
耐
鰯
榑
樵
応

蝸
｜
綴
紘
織
壁
硫
蔭
机
肛
側
応

〈
解
消
の
基
準
〉

２
目
的
を
達
成
し
た
も
の

Ｌ
整
合
性
の
な
い
も
の

３
効
果
少
な
の
い
も
の

４
市
民
の
理
解
の
得
ら
れ
な
い

も
の

５
皿
年
度
全
て
廃
止

５４ ３ 

１
福
祉
電
話
、
生
保
栄
養
補
給

費
は
一
般
対
策
で
お
こ
な
う

２
異
常
分
娩
、
小
児
ガ
ン
薬
剤

配
布
は
廃
止
す
る

１
今
後
と
も
積
極
的
に
推
進
す

る

２
事
業
完
了
に
伴
い
逓
減
－
９
る

鯏
勝
雌
荊
磯
と
し
て
実
施

４３２１ ８７６５４３２１ 国
事
業
の
奨
学
金
、
技
能
習

得
現
行
ど
お
り

諦嶬業勵調議塚鋤願鮒訂
行
ど
お
り

府
技
能
習
得
事
業
は
所
得
制

限府
入
学
支
度
金
は
所
得
制
限

府
妊
産
婦
対
策
は
所
得
制
限

将
来
は
貸
付
事
業

結
婚
祝
金
は
将
来
廃
止

市
の
各
種
学
校
就
学
費
は
所

得
制
限

特
就
費
は
検
討
す
る

◎
具
体
的
方
向

公
正
な
運
営

市
民
の
理
解

属
地
・
属
人
主
義

市
が
審
査

一
般
対
策

貸
与
事
業

貸
付
事
業

給
付
事
業

国
、
県
事
業
が
不
充
分
な
場

合
市
単
独
事
業
で
補
完

噸塊縣輌難阯荷畑による
舩
年
に
再
検
討

’ 
； 

Ｄ
市
同
促
に
審
査
機
関
を
つ
く

る

Ｅ
属
地
主
義

ＥＤ Ｄ
市
の
担
当
窓
口

，
審
査
機
関
を
設
置
し
一

Ｅ
簾
雌
属
人
主
義
、
認

が
お
こ
な
う

，
審
査
一
委
員
会

Ｅ
属
地
か
つ
属
人
主
義

解
促
協
へ
の
加
入

◎
執
行
窓
ロ

③
対
象
者

市
同
促
経
由

属
地
か
つ
属
人護

義設口

鳶ｉ

額入る
,16.8450も

県世が制

市年も所

税収るす
民帯あ限

|灘

！ 霊 所
得
制
限
す
る

４
．
５
分
位
、
４
分
位
階
級
に

基
づ
く

１
 

市
民
税
額
皿
万
、
２
万

１
 

所
得
制
限
す
る

￣ 所
得
制
限
す
る

４
分
位
階
級
の
所
得

総
所
得
金
額
皿
万

給
与
収
入
Ⅲ
万

⑰
所

！ 

得
制
限

■
月
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先
に
紹
介
し
た
行
政
主
導
の
同
和
行
政
見
直
し
論
の
特
徴
は
、
部

落
大
衆
の
生
活
実
態
を
見
き
わ
め
て
今
後
の
同
和
行
政
施
策
の
あ
る

べ
き
方
向
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
財
政
事
情
の
悪
化
を
口

実
に
そ
れ
に
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
、
技
術
論
的
に
「
計
画
‐
｜

が
つ
く
ら
れ
、
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

え
方
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
に
は
、
個
人
施
策
に
お
け
る
給
付
的
事
業
整
理
の
具

体
的
方
向
と
し
て
、
大
津
市
の
例
に
な
ら
い
、
①
た
だ
ち
に
廃
止
す

る
、
◎
段
階
的
に
廃
止
、
⑤
一
般
対
策
へ
移
行
、
ｅ
そ
の
ま
ま
継

続
、
に
区
分
し
、
さ
ら
に
継
続
す
る
事
業
に
お
い
て
も
「
給
付
」
を

「
貸
与
」
に
す
る
こ
と
や
「
所
得
制
限
の
強
化
」
を
う
ち
出
し
て
い

一つ。こ
れ
ら
の
動
き
の
問
題
点
の
第
一
は
、
今
日
あ
る
同
和
対
策
事
業

と
し
て
の
個
人
給
付
が
、
永
年
に
わ
た
る
血
の
に
じ
む
よ
う
な
闘
い

に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
部
落
大
衆
の
生
活
と
人
権
を
守

る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と
の
評
価
が
、
全
く
欠
落
し

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
部
落
の
実
態
が
解
放
運
動
の
前
進
に
と
も
な

い
一
部
変
化
し
た
と
は
い
え
、
い
ま
な
お
深
刻
な
差
別
の
実
態
に
あ

る
こ
と
が
正
し
く
受
け
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
’
九
八
一
一

⑤
 

年
の
大
阪
部
落
実
態
調
査
の
結
果
が
端
的
に
一
示
す
よ
う
に
、
平
均
年

収
や
生
活
費
が
一
般
の
七
○
％
に
し
か
満
た
な
い
低
位
な
生
活
実
態

や
、
日
銭
暮
ら
し
が
多
く
存
在
し
、
「
所
得
」
の
把
握
自
体
が
困
難

で
、
所
得
制
限
に
は
な
じ
ま
な
い
実
態
な
ど
、
を
十
分
ふ
ま
え
た
上

で
の
施
策
の
見
直
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
資
料
２
参
照
）

問
題
点
の
第
二
は
、
同
和
事
業
の
目
的
を
「
一
般
と
の
格
差
是

正
」
に
限
定
し
、
そ
の
水
準
を
「
一
般
平
均
」
に
求
め
る
こ
と
は
、

そ
の
後
の
事
態
の
進
行
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
低
い
水

神
戸
市

（
出
・
３

） 

大
阪
府

（
拠
・
２
．
妬
）

埼
玉
県

（
晩
・
１
．
皿
）

同
行
政
主
導
の
「
見
直
し
」
論
の
特
徴
と
問
題
点

４３ ２１ 

１
自
立
の
諸
条
件
整
備

２
行
政
の
主
体
性

３
府
民
の
理
解

４
周
辺
と
の
コ
ミ
ニ
ー
ー
テ
ィ

づ
く
り

５
府
同
促
の
活
用

５４３ 

稲耽帆鎚騨滕に値鞘の確
保所
得
制
限

市
民
の
理
解

住
民
の
理
解

自
主
・
自
立
の
意
識
の
高
揚

行
政
の
主
体
性

５４３２ エ

１
｜
般
対
策
で
措
置

２
貸
与
事
業
で
返
還
免
除

３
一
時
的
多
額
出
費
は
貸
付
事

業
４
困
窮
者
は
給
付
事
業

５
目
的
を
達
し
た
も
の
は
廃
止

６
国
事
業
は
国
に
よ
る
。
府
は

補
完
措
置
を
す
る

７
属
地
・
属
人
主
義

８
所
得
制
限

９
審
査
機
関
の
設
置

行
政
が
実
施

３
指
導
員
制
度
改
正

４
個
人
給
付
は
属
地
属
人
主
義

５
延
滞
の
高
い
貸
付
制
度
廃
止

国
事
業
は
国
・
県
の
方
針
に

よ
る

貯
峨
茄
縦
邨
川
移
行

段
階
的
に
廃
止
す
る

継
続
実
施
す
る

そ
の
際
の
個
人
給
付
「
見
直
し
」
の
パ
タ
ー
ン
は
、
第
一
に
個
人

給
付
事
業
の
と
ら
え
囑
万
に
お
い
て
、
同
和
行
政
は
一
般
行
政
の
補
完

的
措
置
で
あ
る
と
し
、
二
股
施
策
と
の
整
合
性
」
や
「
市
民
の
理

解
と
協
力
」
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
個
人
給
付
は

「
同
和
対
策
を
当
然
視
し
、
こ
れ
に
依
存
し
て
い
く
生
活
態
度
が
部

④
 

落
住
民
の
間
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
っ
た
」
（
杉
之
原
）
と
し
、
地
区
住
民

に
対
し
て
自
立
意
識
、
自
助
努
力
の
強
調
と
、
個
人
給
付
の
適
正

化
、
効
率
化
、
行
政
の
主
体
性
、
公
平
の
確
保
の
重
視
と
い
う
と
ら

準
へ
〃
右
へ
な
ら
え
〃
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
今
に
な
っ
て
共

産
党
・
全
解
連
は
、
兵
庫
県
な
ど
の
動
き
を
批
判
し
て
い
る
が
、
彼

ら
は
同
じ
考
え
、
論
理
な
の
で
あ
り
、
そ
の
徹
底
の
度
合
が
ち
が
う

だ
け
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
、
同
和
行
政
が
一
般
対
策
の
引
き
上
げ
の

役
割
を
果
し
て
き
て
い
る
と
い
う
先
進
的
な
役
割
を
見
よ
う
と
し
な

い
し
評
価
で
き
て
い
な
い
。

第
三
に
は
、
現
在
の
政
治
情
勢
に
つ
い
て
の
認
識
の
誤
り
に
あ

る
。
「
解
同
に
く
し
」
の
思
い
が
高
じ
て
、
敵
を
見
誤
っ
て
し
ま
っ

た
た
め
に
、
政
府
・
自
民
党
が
ね
ら
っ
て
い
ろ
「
臨
調
・
行
革
」
路

線
の
「
自
助
努
力
」
論
、
福
祉
・
教
育
の
切
り
捨
て
と
全
く
同
じ
観

点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
杉
之
原
氏
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
融
合
論
者
に
は
、

「
臨
調
・
行
革
」
路
線
と
同
じ
く
、
「
個
人
給
付
は
地
区
住
民
の
自

立
を
そ
こ
な
う
」
と
い
う
理
論
的
前
提
が
あ
る
。
こ
れ
が
第
四
の
問

題
点
で
あ
る
。
現
在
の
個
人
給
付
事
業
の
多
く
は
、
地
域
の
解
放
運

動
の
闘
い
の
中
で
、
生
活
を
高
め
「
自
立
」
す
る
た
め
に
か
ち
と
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
現
に
多
く
の
地
区
住
民
が
個
人
給
付
の
存
在
に

よ
り
生
活
の
た
て
直
し
、
「
自
立
」
を
な
し
と
げ
て
い
ろ
。
｜
部
に

個
人
給
付
に
よ
り
か
か
っ
て
「
自
立
」
に
欠
け
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と

す
る
な
ら
、
そ
れ
は
個
人
給
付
制
度
上
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
運

動
体
や
行
政
関
係
者
に
よ
る
指
導
性
の
問
題
で
あ
り
、
地
区
住
民
へ

の
生
活
相
談
や
仕
事
》
保
障
を
充
実
す
る
中
で
解
決
し
て
い
く
と
い
う

Ｅ
属
地
主
義

一
年
以
上
地
区
居
住

Ｄ
審
査
機
関
を
つ
く
る

Ｅ
属
地
属
人
主
義

認
す
る
を
廃
止
す
る

，
県
段
階
の
審
査
会
設
置

Ｅ
属
地
属
人
主
義

’ 

所
得
制
限
す
る
．

給
与
所
得
者
側
万
、
捌
万
、

給
与
所
得
者
以
外
の
者

畑
万
、
測
万
、

生
活
的
給
付
は
所
得
制
限

４１９５８０ 

万万
す
る

jlll□ 
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７５個人給付をめぐる各地の動向と何和行政の課題
汎
観
点
が
必
要
で
あ
る
。

が
、
し
か
し
部
落
差
別
の
解
消
と
い
う
立
場
か
ら
今
後
の
同
和
行
政

の
あ
り
方
と
な
れ
ば
、
根
治
療
法
的
行
政
、
総
合
的
・
科
学
的
・
計

画
的
行
政
が
求
め
ら
れ
ろ
、
と
し
て
「
従
来
実
施
し
て
き
た
生
活
環

境
の
改
善
、
福
祉
保
健
の
増
進
、
産
業
の
振
興
等
の
諸
対
策
を
推
進

す
る
ほ
か
、
地
区
住
民
の
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
重
点
と
し
た

教
育
の
充
実
、
雇
用
の
促
進
、
人
権
啓
発
な
ど
の
事
業
を
総
合
的
か

つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

特
に
今
回
の
答
申
は
、
「
府
同
促
は
、
従
来
か
ら
府
の
同
和
事
業

の
円
滑
な
推
進
に
つ
い
て
、
寄
与
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き

続
き
府
同
促
を
、
府
が
実
施
す
る
同
和
事
業
に
つ
い
て
、
協
力
し
、

か
つ
促
進
す
る
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
今
後
、
同
和
事
業
の
推

進
に
あ
た
っ
て
は
、
府
同
促
は
そ
の
機
能
を
十
分
発
揮
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
ろ
」
と
し
、
’
九
六
九
年
府
答
申
に
お
い
て
「
住
民

地
区
と
の
協
力
」
の
項
で
「
同
和
対
策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
地
区

の
自
主
性
な
ら
び
に
独
自
性
と
地
区
住
民
の
主
体
性
を
と
く
に
尊
重

す
べ
き
こ
と
は
、
改
め
て
こ
こ
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
』
「
同
和

行
政
の
充
実
の
た
め
に
と
く
に
要
望
さ
れ
る
こ
と
は
、
自
主
的
な
解

放
運
動
を
展
開
し
て
い
る
地
区
の
団
体
や
組
織
と
密
接
な
連
携
と
相

互
協
力
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
を
さ
ら
に
進

め
、
今
回
府
答
申
に
お
い
て
、
同
和
事
業
推
進
協
力
機
関
と
し
て
府

同
促
（
財
団
法
人
・
大
阪
府
同
和
事
業
促
進
協
議
会
）
を
明
確
に
位

置
づ
け
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
今
日
、
全
国
的
に
エ
セ
同
和
団
体

先
に
紹
介
し
た
自
治
体
の
動
き
と
は
別
に
、
今
日
の
部
落
の
実
態

を
ふ
ま
え
た
上
で
、
今
後
の
行
政
施
策
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
と

の
動
き
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
大
阪
府
で
は
、
八
四
年
一
一
月
に
大

阪
府
同
和
対
策
審
議
会
が
「
大
阪
府
に
お
け
る
今
後
の
同
和
行
政
に

つ
い
て
」
の
答
申
を
と
り
ま
と
め
た
。
（
資
料
３
参
照
）

大
阪
府
同
対
審
は
一
九
六
九
年
一
○
月
一
一
九
日
、
「
大
阪
府
下
の

同
和
問
題
解
決
の
た
め
、
府
と
し
て
如
何
な
る
施
策
を
と
る
べ
き

か
」
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
出
し
、
同
和
行
政
の
基
本
的
姿
勢
は

「
市
民
的
権
利
の
保
障
、
心
理
的
差
別
と
実
態
的
差
別
の
悪
循
環
の

切
断
、
民
主
行
政
実
現
の
基
点
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
同
和
対
策
の

意
義
と
目
標
は
「
行
政
水
準
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
、
逆
差
別
認
識

は
あ
や
ま
り
で
あ
る
こ
と
、
近
代
百
年
の
差
別
行
政
に
対
す
る
、
国

家
的
社
会
的
補
償
の
性
格
が
あ
る
こ
と
、
目
標
は
部
落
差
別
の
解
消

に
あ
る
こ
と
、
｜
般
行
政
で
は
格
差
解
消
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
同

和
行
政
の
目
標
を
現
状
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
の
高
水
準
に
お
く

と
と
も
に
、
同
和
行
政
の
推
進
を
中
心
と
し
て
一
般
ス
ラ
ム
な
ど
の

底
辺
地
区
へ
の
行
政
水
準
を
高
め
て
い
く
方
向
で
努
力
す
る
こ
と
」

を
う
ち
出
し
た
。
つ
づ
い
て
、
一
九
八
一
年
五
月
一
三
日
、
「
同
和

四
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
に
つ
い
て

！ 

１
－
‐
▽
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や
、
事
業
の
窓
口
が
問
題
に
な
り
、
同
和
行
政
の
混
乱
が
議
論
さ
れ

て
い
る
中
に
お
い
て
、
大
阪
で
は
同
和
事
業
の
推
進
が
円
滑
に
行
わ

れ
て
い
る
の
は
、
一
九
五
一
年
に
設
立
さ
れ
た
府
同
促
に
地
区
住
民

の
総
意
を
結
集
し
、
推
進
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

「
個
別
対
策
の
方
向
」
に
つ
い
て
は
、
生
活
環
境
整
備
、
福
祉
保

健
、
産
業
職
業
、
教
育
、
人
権
啓
発
、
文
化
対
策
に
つ
い
て
分
析
が

加
え
ら
れ
、
課
題
は
全
分
野
に
わ
た
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の

こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
残
念
な
が
ら
大
阪
府
や
市
町
村
が
具
体
的

に
取
り
組
む
べ
き
施
策
、
事
業
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
具

体
化
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
ろ
。

答
申
は
、
最
後
に
「
個
人
給
付
的
事
業
の
今
後
の
基
本
的
あ
り

方
」
と
し
て
、
「
〃
給
付
的
〃
行
政
か
ら
、
自
立
性
を
も
っ
た
同
和

地
区
住
民
が
、
平
等
に
参
加
し
得
る
社
会
を
積
極
的
に
つ
く
り
出

す
〃
計
画
的
〃
同
和
行
政
へ
の
転
換
を
図
っ
て
い
く
観
点
か
ら
、
個

人
給
付
的
事
業
の
目
標
を
明
確
に
し
た
上
で
、
次
に
示
す
方
向
に
そ

っ
て
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
空
と
し
て
い
る
。
方
法
論
的
に
二
股

対
策
で
行
な
え
る
も
の
、
貸
与
事
業
に
し
返
還
免
除
措
置
を
設
け
る

も
の
、
一
時
的
多
額
資
金
は
貸
付
事
業
、
生
活
困
窮
者
の
生
活
的
給

付
は
所
得
制
限
を
し
て
給
付
、
目
的
を
達
成
し
た
事
業
は
廃
止
、
国

事
業
は
国
に
よ
る
こ
と
と
し
、
府
は
補
完
措
置
を
す
る
。
対
象
者
は

原
則
と
し
て
属
地
か
つ
属
人
と
す
る
」
と
示
し
て
い
る
が
、
具
体
的

に
ど
の
事
業
が
ど
う
、
と
い
う
こ
と
は
提
起
し
て
お
ら
ず
、
今
後
の

問
題
に
関
す
る
啓
発
事
業
に
つ
い
て
」
の
答
申
を
国
の
地
対
協
啓
発

意
見
具
申
（
’
九
八
四
年
六
月
一
九
日
）
に
先
が
け
て
出
し
た
経
過

が
あ
る
。

今
回
の
府
の
答
申
は
、
「
旧
法
施
行
後
十
余
年
に
わ
た
る
府
の
同

和
行
政
の
点
検
を
行
い
、
新
法
の
下
で
の
府
の
同
和
行
政
の
あ
り
方

に
つ
い
て
答
申
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
府
に
お
か
れ
て
は
昭
和
四
四

年
に
お
け
る
府
の
答
申
の
精
神
を
受
け
継
ぐ
と
と
も
に
、
啓
発
事
業

に
つ
い
て
の
答
申
と
あ
わ
せ
、
本
答
申
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
同
和
問

題
の
速
や
か
な
解
決
を
図
ろ
た
め
一
層
の
努
力
を
払
わ
れ
た
い
」
と

し
、
同
和
行
政
は
「
同
和
地
区
住
民
の
基
本
的
人
権
が
保
障
さ
れ
た

差
別
の
な
い
社
会
を
実
現
し
て
い
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
同
和
行
政
は
、
地
区
外
住
民
の
差
別
意
識
の
解
消
と
地
区

住
民
の
自
主
解
放
。
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
諸
条
件
を
整
備
す
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
旧
法
施
行
後
の
同

和
対
策
事
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
同
和
問
題
の
解
消
の
た
め
住

宅
を
中
心
と
す
る
環
境
改
善
事
業
や
施
設
の
建
設
な
ど
の
条
件
整
備

に
多
大
の
効
果
を
あ
げ
て
き
た
が
、
一
方
、
教
育
の
充
実
、
｜
雇
用
の

促
進
な
ど
、
地
区
住
民
の
自
覚
と
自
立
を
促
す
方
策
が
十
分
配
慮
さ

れ
な
い
ま
ま
に
、
暫
定
的
な
〃
給
付
的
〃
行
政
と
も
呼
び
う
る
性
格

を
も
つ
事
業
を
実
施
し
て
き
た
傾
向
が
強
い
」
と
総
括
し
て
い
ろ
。

こ
れ
ま
で
の
同
和
行
政
は
差
別
の
結
果
に
対
す
る
対
症
療
法
的
行
政

と
し
て
、
環
境
改
善
と
か
個
人
給
付
的
事
業
か
ら
出
発
し
た
の
だ

Ⅲ
－
Ⅱ
Ｐ
」
凡
巳

１
 

ひ
。
己

隙

身
２ 

： 
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７７個人給付をめぐる各地の動向と何和行政の課題
課
題
と
な
っ
て
い
ろ
。

大
阪
府
下
に
お
け
る
個
人
給
付
的
事
業
は
、
五
八
事
業
で
あ
り
、

そ
の
内
、
国
・
府
事
業
は
一
七
事
業
で
あ
る
。
又
、
五
八
事
業
の
う

ち
福
祉
保
健
対
策
給
付
は
四
一
事
業
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
市

町
村
単
独
事
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
税
、
保
険
料
、
保
育
料
、
家
賃

等
の
減
免
措
置
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
給
付
、
減
免
は
層
に
対
し
て
画
一
的
一
律
給

付
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
一
部
制
度
へ
の
も
た
れ
か
か

り
的
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
制
度
に
問
題
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
に
対
し
て
行
政
側
は
、
所
得
制
限
を
設
け
る
こ
と

し
か
提
起
し
て
い
な
い
。
我
々
と
し
て
は
、
個
々
人
の
ニ
ー
ズ
に
あ

っ
た
解
決
樹
方
法
を
見
い
出
す
べ
き
で
あ
り
、
制
度
の
弾
力
的
運
用
が

必
要
で
あ
る
と
提
起
し
て
い
ろ
。
確
か
に
給
付
で
は
な
く
て
貸
与
措

置
や
減
免
で
可
能
な
場
合
も
あ
る
。
又
、
一
度
給
付
を
受
け
ろ
と
ず

っ
と
給
付
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
｜
定
期
間
で
良
い
場
合
も

あ
る
。こ
れ
ら
の
制
度
の
弾
力
的
運
用
は
、
行
政
か
ら
行
な
う
画
一
的
方

法
（
打
ち
切
り
か
継
続
か
）
で
は
無
理
で
あ
る
。
個
々
人
の
ニ
ー
ズ

を
ト
ー
タ
ル
な
行
政
措
置
か
ら
最
善
策
を
導
き
出
し
、
地
区
住
民
の

自
主
解
放
、
自
立
促
進
の
立
場
か
ら
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

地
区
住
民
の
生
活
実
態
を
相
互
確
認
し
た
上
で
、
給
付
項
目
の
統

一
を
図
り
、
事
業
を
整
理
し
、
奨
励
事
業
と
生
活
的
給
付
事
業
（
経

「
特
措
法
」
の
考
え
方
も
そ
こ
に
お
か
れ
、
一
般
と
の
格
差
拡
大

に
歯
止
め
す
る
施
策
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

（
イ
）
生
活
費
さ
え
事
欠
く
層
に
対
す
る
生
活
個
人
給
付

（
巳
一
般
並
に
支
払
う
能
力
を
欠
く
た
め
の
家
賃
、
保
育
料
、

税
の
減
免

（
ｃ
学
力
不
足
を
金
で
買
い
取
る
た
め
の
進
学
奨
励
金
給
付

（
一
一
）
地
区
内
に
お
け
る
施
設
不
足
、
差
別
に
よ
る
施
設
し
め
出

し
に
対
処
す
る
社
会
施
設
建
設

（
ホ
）
あ
ま
り
に
も
劣
悪
な
住
環
境
に
対
す
る
住
宅
建
設

（
○
就
職
促
進
の
た
め
の
訓
練
手
当
、
技
能
習
得
奨
励
支
度
金

こ
れ
ら
は
緊
急
避
難
措
置
と
し
て
の
「
同
和
」
対
策
で
あ
っ

た
。劣
悪
な
部
落
の
実
態
に
対
し
て
、
行
政
が
部
落
差
別
の
矛
盾
を

買
い
取
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
当
初
絶
対
に
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の

買
い
取
り
も
い
つ
ぱ
い
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
今
日
、
行
革
路
線
の

中
で
、
同
和
行
政
を
見
直
し
、
同
和
事
業
を
縮
小
し
、
個
人
給
付

を
打
ち
切
る
動
き
が
見
ら
れ
、
矛
盾
の
買
い
取
り
を
や
め
よ
う
と

し
て
い
ろ
。

し
か
し
、
そ
の
矛
盾
の
買
い
取
り
を
や
め
る
た
め
の
基
本
的
対

策
、
す
な
わ
ち
自
立
促
進
の
条
件
整
備
が
講
じ
ら
れ
ず
、
部
落
差

別
の
矛
盾
の
基
本
的
解
決
策
を
打
ち
出
さ
な
い
中
で
買
い
取
り
を

や
め
れ
ば
、
部
落
の
姿
は
、
以
前
の
状
態
へ
逆
戻
り
す
る
こ
と
は

①
「
答
申
」
、
「
特
措
法
」
以
後
、
積
極
的
に
同
和
行
政
を
推
進

し
、
環
境
改
善
、
施
設
建
設
事
業
が
行
な
わ
れ
、
部
落
の
劣
悪
な

環
境
実
態
が
変
化
し
、
概
観
的
に
良
く
な
っ
た
と
い
え
ろ
。

②
し
か
し
、
一
九
八
一
一
年
一
○
月
に
実
施
し
た
大
阪
部
落
実
態
調

査
結
果
の
概
要
に
よ
っ
て
も
、
今
日
の
大
阪
に
お
け
る
部
落
差
別

の
実
態
が
一
面
に
お
い
て
運
動
や
行
政
の
力
に
よ
り
改
善
さ
れ
て

き
て
い
る
と
は
い
え
、
健
康
、
住
宅
、
仕
事
、
年
金
、
生
活
保

護
、
教
育
、
差
別
事
件
、
障
害
者
、
老
人
等
の
分
野
に
お
い
て
、

な
お
深
刻
な
実
態
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

③
こ
れ
ま
で
の
同
和
行
政
は
、
あ
ま
り
に
も
劣
悪
な
部
落
の
実
態

に
対
し
て
環
境
改
善
対
策
と
個
人
給
付
的
事
業
、
減
免
措
置
、

よ
っ
て
対
症
療
法
的
な
事
業
を
行
な
い
、
部
落
の
絶
対
的
貧
困
の

克
服
に
注
が
れ
た
観
が
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

済
的
援
助
措
置
）
と
に
区
分
す
る
と
か
、
貸
付
事
業
に
お
い
て
は
償

還
方
法
（
返
還
免
除
、
減
免
、
全
額
返
還
等
）
を
多
様
に
し
、
個
々

人
の
生
活
実
態
を
見
極
め
、
柔
軟
に
指
導
で
き
る
制
度
・
シ
ス
テ
ム

に
す
る
必
要
が
あ
る
。
個
人
給
付
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に

替
わ
る
新
し
い
施
策
を
提
起
し
た
上
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
、
絶
対

条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

④
部
落
差
別
の
解
消
は
、
｜
股
と
の
格
差
是
正
で
あ
り
、
そ
れ
は

相
対
的
貧
困
の
克
服
で
あ
る
。
だ
か
ら
府
答
申
は
、
「
同
和
対
策

の
目
標
水
準
を
可
能
な
限
り
高
水
準
」
に
お
く
こ
と
を
求
め
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
は
、
各
施
設
だ
け

で
あ
る
。
生
活
実
態
に
お
け
る
相
対
的
貧
困
は
、
大
阪
府
平
均
に

対
し
て
部
落
は
、
世
帯
収
入
七
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
生
活
費
・
支
出
七

○
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
格
差
が
存
在
し
た
ま
ま
で

あ
る
。

今
日
、
こ
れ
ら
の
対
策
か
ら
一
歩
前
へ
進
め
、
真
に
一
般
と
の

格
差
是
正
を
は
か
る
た
め
の
、
真
に
有
効
な
施
策
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。

①
ソ
フ
ト
事
業
の
充
実

こ
れ
ま
で
の
「
同
和
」
行
政
は
、
部
落
差
別
の
結
果
に
対
す
る

対
症
療
法
的
施
策
で
あ
り
、
差
別
を
取
り
除
く
根
治
療
法
的
施
策

と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
同
和
行
政
は
、
地

域
、
世
帯
、
個
人
の
生
活
実
態
に
焦
点
を
あ
て
た
ソ
フ
ト
面
の
事

業
が
必
要
と
な
っ
て
い
ろ
。

回
若
干
の
ま
と
め

内
今
後
も
と
め
ら
れ
る
同
和
行
政
の
課
題
に

つ
い
て

■蕊Ｉ
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を
克
服
す
る
今
後
の
同
和
行
政
施
策
を
も
と
め
る
。

④
「
同
和
対
策
」
の
施
策
が
闘
い
の
中
で
、
部
落
大
衆
は
も
と
よ

り
、
日
本
の
福
祉
と
教
育
、
人
権
を
高
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
こ
と
。

⑤
「
一
般
国
民
」
の
生
活
と
人
権
を
守
る
観
点
を
強
め
、
「
同
和
対

策
」
で
獲
得
し
た
成
果
を
。
般
対
策
」
に
波
及
さ
せ
、
真
に
、

福
祉
と
人
権
が
守
ら
れ
た
民
主
的
な
行
政
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ

る
。

⑥
公
的
基
準
や
、
国
際
的
基
準
を
調
べ
、
こ
れ
を
活
用
す
る
と
と

題
も
に
、
今
日
に
お
け
る
社
会
保
障
水
準
を
求
め
、
同
和
対
策
を
救

噸
貧
対
策
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
保
障
の
観
点
で
位
置
づ
け
整
理

徹
す
る
。

和
（
一
九
八
四
年
七
月
研
究
所
行
財
政
部
会
事
務
局
）

何と
注
記

伽
①
「
大
津
市
に
お
け
る
同
和
対
策
事
業
個
人
施
策
の
見
直
し
に
つ
い
て
」

の
（
『
部
落
』
八
一
年
二
月
号
）
堀
部
廸
雄
。
『
同
和
問
題
研
究
』
創
刊
号

地各
（
滋
賀
県
同
和
問
題
研
究
所
、
八
三
年
十
月
刊
）
同
氏
論
文
。

帽
②
『
部
落
」
八
一
年
十
月
号
の
特
集
「
同
特
注
延
長
問
題
を
考
え
る
」
な

鋤
ど
・

付
③
『
部
落
」
八
二
年
五
月
号
の
一
一
一
谷
論
文
。

鵬
④
『
部
落
」
八
一
一
一
年
特
別
号
の
杉
之
原
論
文
七
八
頁

個
⑤
「
大
阪
部
落
実
態
調
査
結
果
と
今
後
の
政
策
課
題
」
（
「
部
落
解
放
研

ね
究
」
’
一
一
六
号
所
収
）
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今
日
、
部
落
解
放
総
合
計
画
ｌ
生
活
環
境
計
画
総
合
福
祉

保
健
計
画
、
雇
用
促
進
計
画
、
同
和
産
業
振
興
計
画
、
解
放
教
育

計
画
、
人
材
養
成
計
画
、
啓
発
事
業
計
画
、
文
化
対
策
計
画
、
コ

ミ
ニ
ー
テ
ィ
計
画
等
Ｉ
が
縦
割
り
で
は
な
く
、
各
人
に
焦
点
を

あ
て
た
横
断
的
措
置
と
し
て
、
自
主
解
放
、
自
立
促
進
の
展
望
が

求
め
ら
れ
て
い
ろ
。

こ
の
方
向
に
そ
っ
て
、
全
て
の
行
政
、
運
動
、
地
区
、
各
団
体

が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
あ
る
べ
き
同

和
行
政
の
方
向
が
基
本
方
針
と
し
て
ま
ず
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

②
制
度
の
弾
力
的
運
用

人
、
家
庭
に
焦
点
を
あ
て
た
施
策
が
重
要
で
あ
る
。
制
度
や
個

人
給
付
事
業
等
、
画
一
的
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
各
家

庭
、
個
人
の
生
活
実
態
を
見
極
め
た
上
で
、
各
々
の
ニ
ー
ズ
に
見

合
う
、
自
主
解
放
、
自
立
促
進
に
つ
な
が
る
施
策
が
必
要
で
あ

り
、
制
度
の
弾
力
的
運
用
が
必
要
で
あ
る
。

③
社
会
的
資
源
の
有
効
利
用

こ
の
問
、
同
和
行
政
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
社
会
的
資
源

ｌ
施
設
、
制
度
、
個
人
給
付
、
貸
付
事
業
、
減
免
、
研
修
事
業

等
ｌ
の
有
効
利
用
を
は
か
り
、
地
区
住
民
を
主
体
と
す
る
指

導
、
相
談
事
業
の
充
実
を
は
か
る
必
要
が
あ
る
。

④
総
合
的
、
体
系
的
、
計
画
的
同
和
行
政

’ 
①
今
日
の
具
体
的
な
政
治
情
勢
は
、
福
祉
・
教
育
切
り
捨
て
、
軍

備
増
強
路
線
に
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
、
こ
れ
を
は
ね
の

け
る
観
点
か
ら
対
応
す
る
こ
と
。

②
あ
く
ま
で
も
部
落
大
衆
の
生
活
と
人
権
を
守
る
観
点
か
ら
対
応

す
る
こ
と
（
個
人
給
付
が
打
ち
切
ら
れ
た
り
、
削
減
さ
れ
れ
ば
、

部
落
大
衆
の
生
活
は
以
前
の
状
態
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
）

③
個
人
給
付
施
策
の
問
題
点
、
不
充
分
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ

資
料
②
大
阪
市
同
促
協
「
三
○
年
の
歩
み
」
（
抄
）

個
人
給
付
対
策
の
現
状
と
課
題

か
つ
て
同
和
事
業
が
環
境
改
善
事
業
中
心
で
あ
っ
た
頃
は
、
同
和
事
業
は

大
衆
へ
の
拡
が
り
を
み
せ
ず
一
部
の
階
層
の
た
め
の
猶
得
物
と
し
て
と
ど
ま

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
大
衆
運
動
が
ま
き
お
こ
り
、
生
活
改
善
向
上
へ

の
要
求
が
中
心
と
な
り
、
直
接
住
民
の
生
活
に
か
か
わ
る
事
業
へ
と
転
換
し

て
い
っ
た
。
こ
の
要
求
は
生
活
向
上
と
い
う
よ
り
も
、
明
日
の
見
通
し
を
も

て
な
い
生
活
を
な
ん
と
か
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
生
活
擁
護
の
闘
い
で
あ
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
以
上
引
き
下
が
れ
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態

か
ら
発
し
た
要
求
で
あ
る
。
個
人
給
付
対
策
は
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
部
落
の

実
態
と
長
年
の
血
の
に
じ
む
よ
う
な
闘
い
の
歴
史
的
成
果
の
結
果
と
し
て
生

ま
れ
た
。
そ
の
後
個
人
給
付
は
た
と
え
ば
特
就
費
や
奨
学
金
を
み
て
も
わ
か

る
よ
う
に
、
長
欠
不
就
学
児
童
の
飛
躍
的
な
解
消
、
高
校
・
大
学
進
学
率
の

驚
異
的
な
上
昇
な
ど
大
い
に
成
果
を
え
て
き
た
。
個
人
対
策
は
、
生
業
資
金

獲
得
に
始
ま
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
制
度
化
さ
れ
、
老
人
。
障
害
者
・
被

保
護
者
に
対
す
る
生
活
援
助
、
中
。
高
年
の
就
職
援
助
、
技
術
修
得
、
婦
人

・
児
童
を
は
じ
め
と
し
た
医
療
措
置
、
そ
し
て
教
育
援
助
に
至
る
ま
で
地
区

住
民
の
生
活
と
意
識
の
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
歴
史
的
に

い
っ
て
、
個
人
対
策
の
占
め
て
き
た
位
置
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ

る
。
部
落
住
民
は
そ
の
功
績
を
骨
身
に
し
み
て
知
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
部

落
大
衆
の
生
活
と
人
権
を
守
っ
て
き
た
こ
と
は
市
同
促
協
も
高
く
評
価
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
和
行
政
批
判
の
最
た
る
も
の
に
個
人
施
策
の
肥
大
化
が
い

縦
割
り
行
政
を
廃
し
、
横
断
的
総
合
行
政
を
樹
立
し
、
制
度
の

弾
力
的
運
用
が
は
か
ら
れ
、
総
合
的
、
体
系
的
、
計
画
的
保
障
が

可
能
な
行
政
対
応
と
、
地
区
住
民
の
自
主
的
活
動
を
促
進
し
、
地

区
住
民
団
体
が
地
区
住
民
に
物
心
両
面
の
援
助
を
は
か
る
必
要
が

あ
る
。

そ
の
た
め
に
は

（
イ
）
行
政
一
貢
任
の
果
た
し
、
万

（
巳
社
会
的
資
源
の
有
効
活
用

（
ｃ
人
材
の
育
成

（
｝
ご
自
主
活
動
の
促
進

（
ホ
）
部
落
解
放
総
合
計
画

等
が
明
確
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

旧
お
わ
り
に

』
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わ
れ
て
い
る
。
そ
の
先
鞭
が
大
学
奨
学
金
の
貸
与
化
で
あ
り
、
所
得
制
限
の

導
入
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
「
同
和
と
り

す
ぎ
論
」
が
騒
が
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
部
落
解
放
を
阻
害
す
る
要
因
が
背

景
と
し
て
あ
っ
た
の
は
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
い
。
国
政
の
ひ
ず
み
に
よ
る

国
民
生
活
の
圧
迫
や
偏
見
に
基
づ
く
ね
た
み
差
別
、
そ
れ
を
背
景
と
し
た
同

和
行
政
の
し
め
つ
け
が
、
各
自
治
体
を
動
揺
さ
せ
て
き
た
。

同
和
行
政
の
役
割
は
「
答
申
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
低
い
実
態
に
あ
る
一
般

的
な
水
準
に
追
い
つ
く
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
地
区
住
民
の
生
活
水
準

を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
わ
せ
て
一
般
行
政
施
策
の
引
き
上
げ
を
図
り
、
国

民
の
生
活
と
権
利
を
守
る
こ
と
を
目
指
し
た
真
の
福
祉
や
教
育
が
保
障
さ
れ

る
民
主
行
政
の
確
立
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
個
人
給
付
が
果
た
し
て
も
ら

い
す
ぎ
で
あ
っ
た
の
か
、
自
立
を
そ
こ
な
っ
て
き
た
の
か
、
問
題
は
優
れ
て
部

落
解
放
の
観
点
と
同
和
事
業
の
趣
旨
・
目
的
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
同
和
行
政
の
役
割
を
原
点
か
ら
再
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
日
の
部
落
の
生
活
基
盤
、
就
労
状
態
は
実
態
調
査
を
み
て
も
な
お
ぜ
い

弱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
現
象
的
に
所
得
が
多
い
と
こ
ろ
も
あ
る

と
い
う
よ
う
な
一
面
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
部
落
差
別
に
基
づ
く
本
質
的

な
ぜ
い
弱
さ
で
あ
る
。
現
実
の
部
落
差
別
の
実
態
は
、
経
済
面
の
み
で
は
図

れ
な
い
就
労
状
況
や
家
庭
状
況
が
あ
り
、
そ
こ
に
部
落
差
別
の
深
刻
さ
を
み

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
機
械
的
な
所
得
制
限
や
一
般
比
較
を
導
入
す
る
こ

と
は
厳
に
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
特
措
法
」
の
時
代
を
経
過
し
て
一
般
的
に
地
区
住
民
の
生
活

が
向
上
し
た
こ
と
も
否
定
は
で
き
な
い
。
部
落
の
生
活
基
盤
が
確
立
す
れ
ば

当
然
生
活
は
安
定
し
、
個
人
給
付
も
そ
れ
に
対
応
し
た
変
化
を
み
る
。
従
来

具
体
的
に
個
人
給
付
の
現
状
を
み
る
場
合
、
そ
の
給
付
に
あ
た
っ
て
は
そ

の
制
度
の
歴
史
的
経
過
・
意
義
、
事
業
の
条
件
・
変
遷
、
そ
し
て
同
和
事
業

の
趣
旨
・
目
的
を
理
解
す
る
よ
う
学
習
会
や
と
り
く
み
を
行
い
つ
つ
実
施
し

て
き
た
。
機
械
的
な
支
給
は
厳
に
慎
み
、
推
せ
ん
事
務
に
あ
た
っ
て
も
無
原

則
的
に
は
行
わ
な
い
よ
う
努
め
て
き
た
。
し
か
し
、
各
々
の
事
業
に
は
か
な

り
の
歴
史
を
経
過
し
て
い
る
も
の
も
多
く
、
し
ば
し
ば
世
代
の
交
代
を
迎
え

て
言
葉
で
説
得
す
る
ほ
ど
実
感
と
し
て
の
そ
の
意
義
が
正
し
く
生
か
さ
れ
て

い
る
と
い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
従
っ
て
、
各
々
の
事
業
が
今
日
的

に
合
致
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
早
急
に
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
技
能
習
得
対
策
な
ど
、
本
来
の
就
労
促
進
の
た
め
の
と
り
く
み

が
、
た
ん
に
技
術
習
得
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
直
接
仕
事
に
結
び
つ
い
て
い

な
い
と
い
う
よ
う
な
実
態
が
あ
り
、
日
常
的
な
点
検
と
ち
密
な
ア
フ
タ
ー
ケ

ア
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

格
差
是
正
と
い
う
場
合
、
必
ず
実
収
入
と
生
活
実
態
が
判
断
の
基
準
と
な

る
が
、
収
入
面
で
は
ひ
と
つ
の
判
断
基
準
と
し
て
参
考
と
す
べ
き
で
は
あ
る

が
、
前
述
し
た
よ
う
に
収
入
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
生
活
基
盤
が

安
定
し
た
と
は
い
え
な
い
現
実
が
あ
り
、
明
日
の
保
障
が
な
い
職
業
実
態
が

多
い
。
従
っ
て
、
個
人
給
付
支
給
の
水
準
、
つ
ま
り
ス
ラ
イ
ド
基
準
と
い
う

も
の
は
、
仕
事
の
安
定
度
、
家
族
、
扶
養
者
の
構
成
、
実
支
出
の
内
訳
、
生

計
者
の
お
か
れ
て
い
る
位
置
な
ど
、
生
活
実
態
面
を
考
慮
し
た
一
定
の
推
せ

ん
基
準
の
内
規
が
必
要
で
あ
る
。
実
際
的
に
は
地
区
蔑
が
そ
の
よ
う
な
判
断

基
準
を
ふ
ま
え
て
同
和
事
業
の
正
し
い
指
導
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

当
然
事
業
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
部
落
解
放
へ
の
自
覚
、
意
欲
の
喚
起
と

い
う
観
点
が
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
対
策
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
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の
個
人
給
付
が
実
態
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
の
画
一
的
な
対
策
を

続
け
て
き
た
こ
と
は
今
後
改
善
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

各
種
の
制
度
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
目
的
と
経
過
が
あ
り
、
そ
の
事
業

毎
に
今
日
的
意
義
、
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
発
展
さ
せ
る
も
の
、
縮
小
移
行
す

る
も
の
な
ど
の
陶
汰
を
し
て
い
く
こ
と
が
今
日
的
に
必
要
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
基
礎
は
あ
く
ま
で
実
態
分
析
で
あ
る
。
昨
年
実
施
さ
れ
た
実

態
調
査
の
デ
ー
タ
を
基
礎
に
し
て
効
果
的
な
運
用
を
図
っ
て
い
く
べ
き
で
あ

る
が
、
た
だ
し
一
般
施
策
と
の
比
較
・
移
行
の
問
題
は
、
「
同
対
審
」
答
申

に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
国
際
的
な
福
祉
水
準
に
照
応
し
た
可
能
な
限

り
の
高
い
水
準
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
国
民
大
衆
の
生
活
と
権
利
を
も
同

時
に
守
り
高
め
て
い
く
と
い
う
観
点
に
こ
そ
た
つ
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

ま
だ
な
お
残
る
低
位
の
状
態
に
あ
る
住
民
層
に
厚
い
視
点
を
む
け
、
個
人
給

付
施
策
の
与
え
る
影
響
度
を
基
本
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
。

個
人
給
付
に
は
、
生
活
安
定
に
寄
与
す
る
生
活
給
付
と
、
教
育
や
就
労
促

進
な
ど
に
対
す
る
援
助
的
給
付
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
同
和
対
策
に
お

け
る
個
人
給
付
は
も
と
も
と
生
活
基
盤
を
高
め
る
た
め
に
発
生
し
た
緊
急
措

置
で
あ
る
か
ら
、
当
然
将
来
的
に
は
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
個
人
給

付
は
「
格
差
是
正
の
た
め
の
一
定
期
限
を
区
切
っ
た
補
完
的
措
置
」
に
は
ま

ち
が
い
な
い
が
、
格
差
是
正
を
図
る
に
は
個
人
給
付
対
策
だ
け
を
み
る
よ
う

な
狭
い
視
点
で
は
な
く
、
就
職
の
機
会
均
等
や
教
育
の
機
会
均
等
な
ど
憲
法

に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
や
市
民
的
権
利
獲
得
の
た
め
の
一
要
素
と
し
て
把

え
検
討
し
て
い
く
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
一
般
地
区
と
の
つ
り

合
い
に
と
ら
わ
れ
、
｜
般
予
算
の
枠
内
に
限
定
し
て
の
対
策
は
差
別
を
温
存

し
、
再
生
産
す
る
要
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
同
和
対
策
が
一
般
対
策
に
発
展
的
に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
一

般
国
民
の
生
活
と
人
権
を
守
り
高
め
る
水
準
に
到
達
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
根
本
で
あ
っ
て
、
福
祉
や
人
権
切
り
捨
て
の
た
め
の
同
和
対
策
の
縮
小
や

移
行
を
考
え
る
の
と
は
論
理
が
ま
る
で
正
反
対
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て

お
き
た
い
。
（
以
下
略
）

（
大
阪
市
同
和
事
業
促
進
協
議
会
「
訓
年
の
歩
み
」
八
三
年
一
○
月
一
一
七

日
刊
、
よ
り
）

資
料
③
大
阪
府
に
お
け
る
今
後
の
同
和
行
政
に

つ
い
て
（
答
申
）

大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会

会
長
山
本

登

昭
和
五
十
一
一
一
年
九
月
二
十
日
同
指
第
一
一
一
一
一
一
号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ
た

「
大
阪
府
に
お
け
る
今
後
の
同
和
行
政
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て

審
議
し
た
結
果
次
の
と
お
り
答
申
す
る
。

ま
え
が
き

大
阪
府
が
、
戦
後
、
同
和
行
政
の
た
め
の
予
算
を
計
上
し
た
の
は
昭
和
二

十
一
一
年
度
で
あ
る
。
昭
和
二
十
八
年
度
か
ら
、
国
の
事
業
が
実
施
さ
れ
る
に

及
び
、
環
境
改
善
事
業
を
中
心
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
府
の
同
和
行

昭
和
五
十
九
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
知
事
岸

皇
殿
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